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審議会等の会議結果報告書 

  【担当課】上下水道課 

会 議 の 名 称 令和８年度 第１回 茅野市上下水道事業運営審議会 

開 催 日 時 令和８年４月８日（水）  18 時 30 分～19 時 50 分 

開 催 場 所 市役所 ８階大ホール 

出 席 者 

※出席委員：矢崎会長、久保副会長、朝倉委員、伊東委員、沼尻委員、 

百瀬委員、岩島委員、北原委員 

※市側出席者：今井市長、柳平都市建設部長、鎌倉上下水道課長、佐々木

庶務経営係長、藤澤営業係長、荒井上水道整備係長、谷給水維持係長、伊

藤下水道整備係長、畠山下水道管理係長、土橋庶務経営係主査、藤森庶務

経営係主査 

欠 席 者 牛山委員、小山委員 

公開・非公開の別 公開 ・ 非公開 傍 聴 者 の 数     ２人 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議事 

１ 開会 

２ 委嘱 

３ 市長挨拶 

４ 自己紹介 

５ 諮問 

（１）下水道事業の使用料改定について 

６ その他 

７ 閉会 

 

都市建設部長 

○議事録 

１ 開 会 

 社会情勢が変化する中、上水道事業・下水道事業は、今のままですと厳し

い状況を迎えることになります。そこで、本日、下水道使用料改定について

諮問をさせていただきます。今年度数回にわたりご審議をいただくことにな

るかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。それではただ今から、

令和８年度第１回茅野市上下水道事業運営審議会を開会いたします。 

庶務経営係長 本日ご出席いただいている委員の方は８人です。委員数１０人の過半数の

出席をいただいていますので茅野市上下水道事業運営審議会設置条例第６

条第２項の規定に基づき、審議会は成立しましたことをご報告申し上げま

す。 

 

庶務経営係長 

２ 委 嘱 

続いて、任期中ではございますが、委員が１名交代していますので、市長

から委嘱をさせていただきます。 

市長 ・・・委嘱書交付・・・ 
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市長 

３ 市長挨拶 

本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。 

この審議会は、昨年の３月議会で条例設置された新しい審議会でありまし

て、水道事業と下水道事業の運営に関する重要な事項をご審議していただく

審議会になります。 

水道事業・下水道事業ともに、ご承知のとおり施設の老朽化が進み、更新

をしていかなければならないという状況にありますし、耐震化も急がなけれ

ばいけない、そうした状況下にあります。なおかつ、物価高騰、それから人

口減少が予想されているなかで将来的な負担が増えていってしまうという

ことが見えてきている、そういった厳しい状況にあります。 

このような状況のなかで、今回は、下水道事業の使用料改定について審議

していただきたいと思います。 

市民の皆様や事業者の皆様に負担をおかけすることになってしまうわけ

でありますけれども、将来にわたって下水道施設を安定的に維持し、皆様方

にサービスを提供していくために必要な改定となりますので、それぞれのお

立場からご意見をいただき、ご審議いただければ、そんなふうに思っている

ところでございます。 

本日を含め、何回かにわたってご審議いただくことになろうかと思います

けれども、よろしくお願い申し上げまして私からのご挨拶とさせていただき

たいと思います。お世話になりますがどうぞよろしくお願いいたします。 

 ４ 自己紹介 

（委員、市職員が自己紹介） 

 

庶務経営係長 

５ 諮問 

それでは、５の諮問についてお願いします。ここからの進行は、会長にお

願いいしたいと思いますが、その前に市長から諮問書をお渡ししたいと思い

ます。会長は前の方に出ていただきまして、市長から諮問書をお受け取りい

ただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

市長 （市長から会長へ委嘱書を渡す。） 

庶務経営係長     市長は公務のため、ここで退席をさせていただきます。 

（市長退席） 

それでは、ここからの進行は会長にお願したいと思います。よろしくお願

いいたします。 

会長 ただ今、今井市長から下水道事業の使用料改定について諮問を受けまし

た。今後、このことについて当審議会で審議をし、市長に答申をすることに

なります。よろしくお願いいたします。 

まずは、詳細についての説明をお聞きしたいと思いますので、市側に詳細

の説明を求めます。 

上下水道課長 （資料３に基づき説明） 

会長 ただ今、詳細について説明を受けました。今後の審議の進め方についてで

すが、本日説明を受けたばかりですので詳細の審議は第２回で実施し、その

審議の状況によってですが、第３回で答申について固めていければと思いま

す。 

それでは、ただ今の説明についてご質問がありましたらお願いします。 
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会長 ボリュームが大きくすぐに質問は難しいかと思いますので、しばらく時間

をとりたいと思います。この審議会は上下水道事業運営審議会ですが、今回

諮問を受けたのは、下水道のみでございますので、ご承知おきください。 

公衆浴場については、現在も赤字ということですよね。 

上下水道課長  はい。 

委員 感想から言いますと、一般家庭は月 3,000 円から 4,000 円くらいですよね。

あまり高くなく安い方かなと思います。ありがたいことだなと思います。茅

野市の水は良い水ですよね。それをもっとアピールすれば、もっと使っても

らえると思いますし、最近はウォーターサーバーなどもありますが、そうい

ったところにお金をかけるよりはもっと水道水を使ってもらえるのではな

いか、茅野市の水の良さを伝えれば、もっと水道を使ってもらえるのではな

いかと思います。 

それでは質問ですが、公衆浴場の使用量はどの位あるのですか。 

この料金改定で、これから実施しなければいけない整備事業、修繕とか更

新とか、そういうものを賄える形で改定率を計算しているのか、その２点を

お聞きします。 

庶務経営係長  まず、更新の関係ですが、ここで管渠の耐用年数５０年が経過してきます。

更新にあたっては、ストックマネジメント計画という計画を立てて、それに

基づいて更新をしていくのですが、耐用年数が経過したらすぐ更新をするの

ではなく、耐用年数を経過した管渠についてカメラ調査をし、調査の結果更

新をする必要があるところを更新するという流れになります。調査をして、

まだ使える管渠は引き続き使っていくという進め方になります。 

 そのため、何年度にどのくらい更新工事をやるかというのは調査の結果に

よるため、明確にはなっていないです。今回の改定案で用いた資産維持費は、

現在の資産額から計算上出したものになります。当面はこの資産維持費を確

保できれば更新はしていくことができると考えています。更新とは別に耐震

化の工事もありまして、耐震化は以前の耐震基準で作られた管渠については

耐用年数が来ていないものについても対応していかなければいけないので

すが、これは資産維持費には含まれていないです。それらやらなければいけ

ないもの全てができるというところまでの収入の確保は今回の改定では至

っていないですが、当面の更新に必要な経費の確保はできると考えていま

す。 

 公衆浴場の収入は、令和６年度の実績ですが年間の総額で約 1,500 万円に

なります。 

委員  公衆浴場の金額は 1,500 万円というのはわかりましたが、使用量はわかり

ますか。 

庶務経営係長 1,500 万円を 67.1 円の単価で割り返しますと、234,000 ㎥位になります。 

委員 年間ですよね。月だとどれ位ですか。 

庶務経営係長  19,500 ㎥位です。 

委員 公衆浴場は市の温泉施設ですよね。そこの使用料をなぜそこまで抑えなけ

ればいけないかなと思います。民間で通常の使用料で浴場を提供していると

ころもある中で、あまりにも差があり過ぎるのではないかなと思います。考

え方によっては、使用料を抑えて民業を圧迫しているように見えます。 

国の補助金がもらえなくなるということだと、使用料改定をせざるを得な

いと思いますが、収入を増やす努力や、物価が上がっているなかでもこうい
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うことを改善して経費を抑える努力をしているというものがないと、なかな

か理解をしてもらえないのではないかと思います。そういう観点からも公衆

浴場に話は戻りますが、市の持っている温泉施設について安い料金としてい

るというのは、一市民としても、一経営者としてもどうなのかなと思います。 

それと、今後使用水量が減っていく見込みのようですが、以前は大口の使

用量が増えると施設の拡充が必要になるから大口の単価を上げて使用量の

抑制をしているということでしたが、全体として量が減っているのだった

ら、思い切って大口の人が使いやすくして全体の量を増やすということをす

れば、計算してみなければわからないですが、全体の売り上げを上げること

に繋がるのではないでしょうか。 

会長  審議の進め方ですが、質問と意見が混ざりますと論点がぼやけてしまいま

すので、本日は質問を中心にお願いしたいと思います。質問の関連でのご意

見は構いませんので、お願いたします。 

庶務経営係長 今のお話の中で、公衆浴場の関係ですが、市の温泉施設以外に区で温泉施

設を持っているところにも公衆浴場の単価が適用されています。 

会長 月 500 ㎥以上使っている使用者は、ホテル等の観光施設ですか。 

庶務経営係長 主なものは工場になるかと思います。 

会長 観光施設はないのですか。 

庶務経営係長 観光施設も入っているかもしれませんが、半導体関連などの水を大量に使

う工場が多いです。 

委員 下水道の料金改定ということですが、地下水を使っていても下水道使用量

に入るのですよね。 

上下水道課長 井戸水を使っていて下水道に放流しているというところもあります。 

委員 黒字分をインフラ施設の維持更新というところに使って還元されると書

かれていますが、これまで黒字だったときにどんなインフラ施設の投資をさ

れたのかという事を教えてください。先ほどの話ではカメラで管の中を見な

がら更新が必要なところを行っていくという話でしたが、そこを含めて維持

管理ということだと、どんな計画をもってこの黒字のときのインフラ整備を

やっていて、これからどんな見込みがあってそのことをやるためにこれだけ

の価格改定をする必要があるのかという資料があるとわかりやすいと思い

ます。 

庶務経営係長 今までの黒字分を何に使っていたかということですが、これまでは耐用年

数が経過しておらず、整備をしてきていて、近年は整備も落ち着いてきてい

ました。整備をするに当たっては、国から補助金をもらったりもしますが、

それ以外は起債とか公営企業債という言い方をしますがいわゆる借金で整

備費用を賄っていました。黒字分はそちらの返済に充ててきていました。返

済のピークは越してきていますが、今後も返済は続いていくという状況で

す。そういった状況の中で、整備開始から 50 年以上経過し、今後更新もして

いかなければいけないという状況になってきていますので、今後更新にも経

費がかかってくることになります。 

委員  ありがとうございます。今の事を資料で見ようとするとどの部分に書かれ

ているのでしょうか。 

庶務経営係長 

 

明確に書いてある部分はないです。表などでうまく表せるかわかりません

が、追加資料を検討させていただきます。 

委員  維持管理をするのはとても重要な事ですし、維持が困難になりますと私た
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ちの生活の根幹を揺るがしてしまうことになりかねないものですが、値上げ

をする根拠というところと、今まで黒字だったものがどう使われていて、そ

れがどういう風に推移するから値上げする必要性があるのかというところ

が、やはり可視化できるとわかりやすいかなという感じを受けましたので、

追加の資料をお願いしたいと思います。 

委員 これから下水道を新規に敷設していく計画はありますか。 

下水道整備係長 近年ですと、蓼科の道の駅のところまで下水道を敷設する工事をしていま

したが、そこでいったん新規整備は終わりまして、今は修繕・改築の時代に

入ってきているという状況です。整備率も９０％後半ということで、ほぼ概

成しています。新規の下水道工事としては、下水道計画区域内で下水道が未

整備のところに一般住宅を新築するということがたまにあり、そのときに数

十メートル下水道を敷設するというケースがあります。 

委員 今は蓼科の道の駅まで行っているのですね。そこから先の計画はないとい

うことですか。 

下水道整備係長 計画としては、近い将来整備をする計画である事業計画と最終的にここま

で整備するという計画である全体計画というものがあります。全体計画では

城の平の辺りまで計画がありますが、事業計画では蓼科の道の駅近くのホテ

ルの辺りまでとなっています。聞き取り等により、道の駅から先の事業計画

区域については下水道整備の希望がないため、道の駅から先の整備予定はあ

りません。 

委員 今後、下水道の整備エリアを拡張しないということであれば、先ほどの売

上を伸ばすという観点からいくと、下水が雨水排水系統に流れているという

のは、解消されているのですか。 

下水道管理係長 不明水の関係ですが、昨年度委託をしてどういった対策ができるかまとめ

てもらいました。その中で、本管については管更生等で浸入水の対策をして

いるところですが、エリアを絞って管の中に煙を入れたり色水を流してみた

りといった方法で誤接続を発見できます。また、温度計や流量計などの機械

を設置してどのエリアに不明水が多いかがわかってきましたので、そういっ

たものをもとに対策をしていきたいです。 

委員 質問の趣旨がうまく伝わらなかったですが、下水道を雨水に流している、

（つまり未接続）ものを下水道につないでもらえれば使用料収入が増えるの

かなと思いましたので、そういった取組も進めてもらえればと思います。 

会長 財政推計の条件で、人件費と委託料が毎年２％増で、企業債の借入利率を

２％で見込んだとありますが、どういう根拠でしょうか。 

庶務経営係長 人件費と委託料の２％増についてですが、明確な根拠はないですが、近年

人件費が毎年増となっていることから、実績を基にこれ位伸びるのではない

かということで見込みました。委託料についても、人件費が労務単価に影響

することから、同じ率で見込んでいます。企業債の利率については、直近の

利率が 1.6％であり、今後も上昇する見込みですが、どこまで上がるかはわ

からないため、1.6％の小数点以下を切り上げた 2％として見込みました。 

委員 一般的には 10 ㎥から 30 ㎥が多いかと思いますが、一般家庭等の利用につ

いては、流域下水道の維持管理負担金よりかなり高い単価になっているの

で、公衆浴場単価は流域下水道維持管理負担金と同額に抑えるというのはど

ういう理由なのか引っかかります。うまくまとまらないので、また次回まで

にまとめてきます。 
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庶務経営係長 十分な答えになっていないかもしれませんが、公衆浴場の単価については

湯船の水を大量に流すわけですが、その水はそこまで水質が悪いものではな

いということと、公衆衛生上の配慮というもので単価が抑えられていると推

測されます。 

会長 ほかに委員さんからご質問がないようでしたら、次に移りたいと思いま

す。 

６ その他 

それでは、次第の６、その他でありますが、事務局から何かあればお願い

します。 

庶務経営係長 ・次回審議会の日程について 

メールで日程調整させていただいていました次回審議会の日程について

ですが、５月２０日（水）に開催させていただきたいと思います。 

どうしても都合がつかない委員もいらっしゃる日ですが、別日で調整する

と６月以降になってしまい、その後の日程がかなり厳しくなってしまうこと

から、委員のご理解もいただけたことから、その日の開催とさせていただき

ました。委員には事前に意見をお伺いして審議会の中で発表させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

今日か明日には、確認のメールをお送りさせていただきますが、皆様予定

をお願いします。 

会長 時間は今日と同じ時間ですか。 

庶務経営係長  同じ時間でお願いします。場所の方は、メールでご連絡します。 

・ウォーターＰＰＰについて 

下水道事業について、官民連携を推進するウォーターＰＰＰの導入が国の

補助金の要件になったことから、令和７年度に導入可能性調査を実施し、導

入の可否を検討しました。その結果、受託者の見込みもあり導入は可能とい

う結果になりました。 

今後の進め方については、国の動向等も踏まえ検討していきます。詳細に

ついては、次回以降の審議会で報告できればと考えています。 

委員 ウォーターＰＰＰとはどういうものでしたか。 

会長 もう少し詳しく説明をお願いします。 

庶務経営係長 「ウォーターＰＰＰ」と国で呼び始めたのですが、今は「水の官民連携」

と言ったりもします。国では水道事業を含めていますが、茅野市では下水道

事業のみで検討しています。事業を行うに当たって、今まで以上に民間の力

を使っていくというもので、維持管理について 10 年間の包括的な委託をす

る、導入する型によっては工事も含めて 10 年間の委託をするというものに

なります。茅野市においては、導入可能性調査の中で工事を含めるのは難し

いという結論になりましたが、維持管理については 10 年間の包括的な委託

をすることが可能であるという結論が出ています。 

こちらについて今後進めていきたいと思いますが、詳細については、後日

ご報告させていただきたいと思います。 

会長 現在の契約は 1年間の契約ですか。 

庶務経営係長 現在は、毎年、業務ごとに契約をするという方法です。 

会長 それを包括して 10 年間を一括で契約するというのがウォーターＰＰＰと

いうことですね。 

庶務経営係長 はい。 
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会長 他によろしいですか。それでは、ないようですので以上で議事の方を終了

したいと思います。次回の審議会ではご意見を中心にお伺いしたいと思いま

す。委員の皆さんは持ち帰っていただいて、疑問点等ありましたら事務局へ

お寄せいただいて、次回の審議会でご意見を頂戴したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

上下水道課長 本日、ご質問やご意見もいただいたところですが、次回の 5月 20 日の日に

第 2回の審議会を開催し、ご意見をいただきたいと思いますが、それまでに

こういった資料が議論するのに必要なのではといったことがありましたら、

ご連絡ください。 

庶務経営係長 閉会の挨拶を部長から申し上げます。 

都市建設部長 長時間にわたり慎重審議ありがとうございました。今日諮問しました下水

道料金につきましては、これから下水道事業を安定的に進める上でも非常に

重要なことになりますので、引続きお願いしたいと思います。その他で話の

ありましたウォーターＰＰＰだとか国の動向がかなり転換期になってきて

おります。その辺りも含めまして上下水道事業について検討していかなけれ

ばいけないこともありますので、皆様のご協力をお願いしまして、閉会の挨

拶とさせていただきます。本日は、大変ありがとうございました。 

  

 



令和８年度第１回茅野市上下水道事業運営審議会次第 

 

日時  令和８年４月８日(水) 

午後６時３０分～ 

                   場所  茅野市役所 

                      ８階大ホール 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 委嘱 

 

 

３ 市長挨拶 

 

 

４ 自己紹介（資料１） 

 

 

５ 諮問 

（１）下水道事業の使用料改定について（資料２、資料３） 

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉 会 



茅野市上下水道事業運営審議会　委員名簿

区分

会長 矢崎 貞和 茅野商工会議所

副会長 久保 吉人 公立諏訪東京理科大学

牛山 浩一 牛山会計事務所

小山 岳史 株式会社八十二長野銀行茅野支店

朝倉 祐一 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構

伊東 久公 茅野市民生児童委員協議会

沼尻 春男 諏訪食品衛生協会

百瀬 真希 茅野市精密工業連合会

岩島 揚子 水道又は下水道使用者

北原 由美 水道又は下水道使用者

（区分ごとの50音順・敬称略）

茅野市職員名簿

氏　名

柳平　智秀

鎌倉　亮

佐々木　敏明

藤澤　豪

荒井　憲一

谷　亨

伊藤　琢弥

畠山　貴行

土橋　綾子

藤森　沙穂子

氏　名 備　　　考

上水道整備係長

営業係長

１号
委員

２号
委員

３号
委員

庶務経営係長

上下水道課長

都市建設部長

職　名

庶務経営係主査

庶務経営係主査

下水道管理係長

下水道整備係長

給水維持係長

資料 １
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8 水第 53 号 

令和 8 年(2026 年)4 月 8 日 

 

茅野市上下水道事業運営審議会 

会長 矢崎 貞和 様 

 

 茅野市長  今井 敦   

 

諮 問 書 

 

 茅野市上下水道事業運営審議会設置条例（令和７年茅野市条例第４号）第２

条の規定により、下記の件について、茅野市上下水道事業運営審議会のご意見

を伺いたく諮問いたします。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

   茅野市下水道事業の使用料を次のとおり改定することについて 

  (1) 改 定 日  令和９年４月１日 

  (2) 平均改定率  20.89％ 

  (3) 改 定 内 容                       （税込） 

区分 現行使用料 改定後使用料 

一般 基本使用料 10 ㎥まで 1,435.5 円 1,782.0 円 

超過使用料 

１㎥につき 

10 ㎥を超え 30 ㎥まで 168.3 円 206.8 円 

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 184.8 円 224.4 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 201.3 円 242.0 円 

100 ㎥を超え 300 ㎥まで 220.0 円 259.6 円 

300 ㎥を超え 500 ㎥まで 235.4 円 275.0 円 

500 ㎥を超える場合 243.1 円 281.6 円 

公衆浴場 １㎥につき 67.1 円 91.3 円 

 

資料２ 
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２ 諮問理由 

  茅野市では、昭和 50 年２月に下水道事業に着手し、昭和 56 年２月に供用

を開始し、令和６年度末現在で下水道普及率は 97.2％と概ね整備も完了して

います。平成 19年度に他市町村と比べて早い段階で地方公営企業法を適用し、

企業会計の考え方に基づき事業を実施しているほか、地方公営企業法の適用

に合わせて部・課の統合をし、水道事業と下水道事業の両事業を１つの課で

実施するなど効率的な組織運営も図ってきました。 

平成 22 年４月に料金改定を実施して以降、使用料を据え置いてきました（消

費税率の引き上げに伴う改定は除く。）が、昨今の物価高騰や人件費の上昇に

より、経費が大幅に増加してきています。また、人口減少による将来的な使用

料収入の減少が見込まれるほか、さらなる物価上昇等により今後も経費の増

加が見込まれます。さらに、事業着手から 50 年以上経過し、今後本格的に施

設の更新を実施していく必要があるほか、地震への備えとして耐震化の推進

も図る必要があります。 

こうしたことから、下水道施設を将来にわたって安定的に維持していくた

めには使用料を改定する必要があります。つきましては、使用料を改定するこ

とについて、貴審議会に諮問するものです。 

 

３ 諮問事項の詳細 

(1) 下水道事業の状況について 

   下水道使用料については、平成 10 年４月に平均 18.78％、平成 22 年４月

に 10.32％の改定を行ってきましたが、平成 22 年度以降、消費税率の引き

上げに伴う改定を除き、据え置いてきました。令和７年度末で現行使用料

となってから満 16 年を経過しています。 

   この間、有収水量（下水道使用量）は平成 22 年度の 687 万㎥から令和６

年度の 713 万㎥へ 3.7％の増、下水道使用料（現年度調定ベース、税抜）も

平成 22 年度の 11 億 8,367 万円から令和６年度の 12 億 6,382 万円に 6.8％

の増と増加してきていますが、普及率が 97.2％、接続率が 99.1％となって

おり、今後、大幅な増加は見込めないばかりか人口減少により有収水量も

使用料収入も減少傾向が予想されます。 

   これに対して収益的支出は、平成 22 年度の 20 億 1,970 万円から令和６

年度の 20 億 633 万円に微減となっています。企業債の利息が約４億円減少

していますが、流域下水道維持管理負担金が約２億 2,000 万円、減価償却

費が約１億円の増になっているほか、その他の経費も全体的に増えてきて

います。流域下水道維持管理負担金は、施設の老朽化に伴う修繕費の増加

などで今後も増になる見込みのほか、その他の経費も物価や人件費の上昇

などの影響で増額となる見込みです。 

   資本的支出の企業債の償還元金については、12 億 2,014 万円から 10 億

2,516 万円に 1 億 9,498 万円減少し、今後も減少傾向が続きますが、企業債

の償還額に応じて算出される収益的収入である一般会計からの繰入金も同
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様に減少していくことから、収益的収支はさらに厳しくなります。 

   これらを踏まえて今後の財政推計をしますと、別表１のとおり令和９年

度に損益がマイナスになる見込みとなり、料金改定が必要な状況となって

います。 

 

(2) 使用料の算出方法について 

① 算定期間は令和９年度から令和 11 年度の３年間とします。 

② 対象経費 

・雨水に係る経費は公費で、汚水に係る経費は使用料で負担します。 

・汚水に係る経費のうち水質規制に要する経費、下水の高度処理に要す

る経費など、公費で負担すべきとされている経費は、公費負担としま

す。 

③ 総括原価方式 

   使用料の算出に当たっては、総括原価方式を採用します。営業費用、企

業債支払利息、資産維持費の合計額から控除収入を除いた額をまかなえ

るだけの使用料収入を確保するために、現在の使用料収入では不足する

分を増額改定するものです。 

 

(3) 総括原価の見込み 

① 営業費用 

・流域下水道維持管理負担金 

     市では処理場を有しておらず、県が管理する豊田終末処理場で汚水

を処理してもらい、その維持管理に要する経費を負担しています。流域

下水道維持管理負担金は有収水量に単価を乗じて算定しますが、平成

22 年度の単価が 50 円/㎥（税抜）であったのに対し、現在は 83 円/㎥

（税抜）となっています。３年に１回単価の見直しがあり、次回改定後

の単価の適用は令和 10 年度からになります。前年度に見直しの協議を

するため現在は未定ですが、令和 10 年度から令和 12 年度までの単価

は現時点で県から示されている見込みの 90 円/㎥（税抜）とし、それ

以降は３年毎に３円の増を見込んでいます。 

・減価償却費 

   現在の資産と今後の投資見込みから算出しました。 

・人件費 

     人員は令和７年度の９名から１名増の 10 名で見込みました。前述の

とおり、施設の建設開始から 50 年以上経過し、今後更新を本格化して

いく必要があります。しかし、耐用年数が経過したら直ちに更新するわ

けにはいかないため、適切な維持管理をして施設をより長く使用する

必要があります。また、下水道管路の損傷に伴う道路陥没等を防止する

ためにも、これまで以上に維持管理に力を入れていく必要があること

から、令和８年度から１名増となりました。１人当たりの人件費の伸び
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率は、２％で見込みました。 

・その他の経費 

    令和７年度決算見込みをベースに伸び率等を乗じて見込んでいます。 

② 企業債支払利息の見込み 

    企業債支払利息は、直近の金利が 1.6％であることから、2.0％で見込

みました。 

③ 資産維持費 

   資産維持費は、現在の資産（施設）を維持していくための更新費用の財

源として確保すべき利益分です。現在の資産を更新するためには、取得時

と比べて費用がかかることから、その分（機能向上分）を総括原価方式で

は費用として計上し、その結果生じた利益を内部留保するものです。現在

の資産額から機能向上分を計算し、交付金等の財源を控除して計算した

額、約１億 8,000 万円を各年度の資産維持費として見込みました。   

④ 控除収入 

・一般会計繰入金 

     一般会計からの繰入金は、下水道事業で償還している企業債償還額

の一部をはじめとした下水道事業に対する交付税額を基準として算定

しました。企業債の償還額が減少していくことから、それに応じて減少

を見込みました。 

・長期前受金戻入 

    実績を基に、減価償却費の見込みに応じて算出しました。 

⑤ 使用料収入（有収水量） 

    下水道整備事業は概ね完了し、今後、使用水量の伸びは期待できない

ばかりか人口減により減少が予想されます。 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計をベースに下水道接続人口

を推計し、使用水量の減を見込みました。企業等の大口利用については

景気動向により大きく増減することから、過去５年間の平均で見込みま

した。その結果、毎年約 0.4％ずつ減少していく見込みとなりました。 

 

(4) 平均改定率 

   上記により算定された平均改定率は、20.89％となります。 

 

(5) 改定後の使用料体系 

   平均改定率は上記のとおり 20.89％との算定結果を得ましたが、料金表の

改定については、当市の状況や県内市町村等の状況を見据える中で検討し

ました。 

当市の現在の使用料体系は、基本使用料で１月当たり 10 ㎥まで使用でき

（基本水量制）、10 ㎥を超える使用については１㎥当たりの超過使用料がか

かり、使用水量が多くなると超過使用料の単価が高くなる体系となっていま

す。多くの市町村で使用水量が多くなると超過使用料の単価が高くなる体系



 

5 
 

をとっています。当市の体系を県内他市と比べると使用水量が多い使用者の

負担が大きい状況です。 

つまり、特定の利用者に負担が偏りやすい体系であり、その利用者の利用

状況によって下水道事業の経営に大きな影響が出る状況となっています。下

水道事業の経費は固定費（使用水量によらずにかかる経費）の割合が大きく、

使用水量の多い特定の利用者の負担に頼った使用料体系は不安定な経営状

況であることから、基本使用料の割合を高めて安定的な収入を確保すること

が必要であると考えます。 

   一方で、基本使用料や使用水量が少ない区分の単価を高くし過ぎると一

般家庭の負担が増すことになるため、そこに対する配慮も求められます。 

   以上のことから、使用水量が多くなると超過使用料の単価が高くなると

いう体系は維持しつつ、使用水量が多い区分の改定率を低く抑える改定と

しました。 

   今回の改定案では、一般家庭の使用水準における改定率が平均改定率よ

りも高いですが、使用水量が多い利用者に引き続き下水道を利用してもら

うことにより将来の使用料の上昇を抑える効果が見込まれることから、長

い目で見ると一般家庭の負担を抑えることにつながります。 

 

(6) その他の使用料について 

  ① 公衆浴場単価について 

    現在の公衆浴場単価は 67.1 円/㎥（税込）となっていますが、流域下

水道維持管理負担金の単価 91.3 円/㎥（税込）を下回っていることから、

流域下水道維持管理負担金と同額に改定するものします。 

  ② 水質使用料について 

    水質使用料は、一定基準を超過した水質の汚水を浄化するための経費

を上乗せするものですが、算定が困難であることと現在適用していると

ころがないことから、改定しないこととします。 

 

(7) 改定日について 

料金改定日は、令和９年４月１日とします。 

 

(8) 改定内容について 

   料金改定の内容は、諮問事項のとおりです。 

 



下 水 道 事 業 財 政 推 計
別表１
（単位：千円）

642,500 655,000 645,500 650,000 630,000 630,000 610,000 610,000 570,000 570,000 550,000 550,000 520,000 520,000 500,000 500,000 480,000 480,000 460,000 460,000 440,000 440,000 420,000 420,000 400,000 400,000 380,000 380,000 360,000 360,000

税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜 税　込 税　抜

1,397,464 1,270,482 1,390,254 1,263,967 1,339,228 1,217,529 1,390,153 1,263,824 1,398,242 1,271,129 1,391,909 1,265,372 1,386,446 1,260,406 1,381,179 1,255,617 1,375,717 1,250,652 1,367,463 1,243,148 1,359,258 1,235,689 1,351,103 1,228,275 1,342,996 1,220,905 1,334,938 1,213,580 1,326,929 1,206,299

82,050 82,050 96,027 96,027 84,368 84,368 83,728 83,728 85,620 85,620 81,899 81,899 81,390 81,390 80,966 80,966 80,634 80,634 80,450 80,450 80,386 80,386 77,031 77,031 71,122 71,122 63,706 63,706 63,077 63,077

0 0 0 0 0 0 16,805 16,201 7,494 6,813 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370 7,007 6,370

935 922 1,106 1,096 932 924 989 974 1,004 1,004 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000

1,480,449 1,353,454 1,487,387 1,361,090 1,424,528 1,302,821 1,491,675 1,364,727 1,492,360 1,364,566 1,481,915 1,354,641 1,475,943 1,349,166 1,470,252 1,343,953 1,464,458 1,338,656 1,456,020 1,330,968 1,447,751 1,323,445 1,436,241 1,312,676 1,422,225 1,299,397 1,406,751 1,284,656 1,398,113 1,276,746

1,618 1,618 1,712 1,712 3,008 3,008 2,414 2,414 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736

560,450 560,450 549,473 549,473 545,632 545,632 526,272 526,272 484,380 484,380 468,101 468,101 438,610 438,610 419,034 419,034 399,366 399,366 379,550 379,550 359,614 359,614 342,969 342,969 328,878 328,878 316,294 316,294 296,923 296,923

4,801 4,801 4,518 4,518 4,396 4,396 846 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（Ｏ） 298,363 298,363 309,755 309,755 265,099 265,099 326,599 326,599 318,889 318,889 321,140 321,140 323,407 323,407 320,959 320,959 319,955 319,955 288,072 288,072 286,953 286,953 280,938 280,938 280,076 280,076 277,635 277,635 278,859 278,859

68,512 69,772 8,164 8,725 48 539 15,206 14,340 21,994 20,014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

933,744 935,004 873,622 874,183 818,183 818,674 871,337 870,471 828,999 827,019 792,978 792,978 765,754 765,754 743,730 743,730 723,058 723,058 671,359 671,359 650,304 650,304 627,644 627,644 612,691 612,691 597,666 597,666 579,519 579,519

0 0 0 0 0 0 19,974 19,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（Ａ） 2,414,193 2,288,458 2,361,009 2,235,273 2,242,711 2,121,495 2,382,986 2,254,546 2,321,359 2,191,585 2,274,893 2,147,619 2,241,697 2,114,920 2,213,982 2,087,683 2,187,516 2,061,714 2,127,379 2,002,327 2,098,055 1,973,749 2,063,885 1,940,320 2,034,916 1,912,088 2,004,417 1,882,322 1,977,632 1,856,265

38,129 38,122 31,913 31,901 37,041 37,023 29,548 29,529 36,857 36,846 47,062 47,042 46,783 46,763 47,518 47,498 48,268 48,248 49,033 49,013 49,813 49,793 50,609 50,589 51,421 51,401 52,249 52,229 53,094 53,074

10,000 10,000 5,000 5,000 9,683 9,683 1,000 1,000 10,000 10,000 11,000 11,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

29,972 27,247 36,202 32,911 38,018 34,562 56,049 50,954 58,228 52,935 59,393 53,994 60,581 55,074 61,793 56,175 63,028 57,299 64,289 58,445 65,575 59,613 66,886 60,806 68,224 62,022 69,588 63,262 70,980 64,527

650 650 594 594 699 699 785 785 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858

26,838 24,398 23,194 21,086 27,215 24,741 45,382 41,256 24,667 22,424 29,459 26,781 30,048 27,317 30,649 27,863 31,262 28,420 31,887 28,989 32,525 29,568 33,175 30,160 33,839 30,763 34,516 31,378 35,206 32,006

5,509 5,008 6,438 5,853 8,214 7,467 13,510 12,282 5,698 5,180 7,874 7,158 8,031 7,301 8,191 7,447 8,355 7,596 8,522 7,748 8,693 7,903 8,867 8,061 9,044 8,222 9,225 8,387 9,409 8,555

339 339 416 416 450 450 451 451 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529

27,602 26,548 27,800 26,702 29,073 27,885 17,124 17,113 18,570 18,559 75,901 69,001 77,419 70,381 78,967 71,788 80,547 73,224 82,158 74,689 83,801 76,182 85,477 77,706 87,186 79,260 88,930 80,845 90,709 82,462

2,091 2,091 1,858 1,858 3,613 3,613 1,458 1,458 7,309 7,309 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591

3,340 3,340 2,260 2,260 2,272 2,272 2,722 2,722 3,990 3,990 3,950 3,950 3,911 3,911 3,871 3,871 3,833 3,833 3,794 3,794 3,757 3,757 3,719 3,719 3,682 3,682 3,645 3,645 3,608 3,608

1,927 1,927 1,470 1,470 1,511 1,511 1,631 1,631 2,616 2,616 2,747 2,747 2,884 2,884 3,028 3,028 3,180 3,180 3,339 3,339 3,506 3,506 3,681 3,681 3,865 3,865 4,058 4,058 4,261 4,261

36,162 33,083 29,147 26,711 27,587 25,258 46,070 43,032 43,884 40,891 45,880 41,709 46,797 42,543 47,733 43,394 48,688 44,262 49,662 45,147 50,655 46,050 51,668 46,971 52,701 47,910 53,755 48,869 54,830 49,846

480,575 437,453 503,572 458,317 597,736 543,870 618,114 562,384 606,384 551,258 651,426 592,205 648,869 589,881 700,920 637,200 698,148 634,680 695,355 632,141 715,660 650,600 712,797 647,997 709,946 645,405 729,916 663,560 726,997 660,906

（Ｂ） 1,106,924 1,106,924 1,140,175 1,140,175 1,136,913 1,136,913 1,151,054 1,151,054 1,161,437 1,161,437 1,162,229 1,162,229 1,169,800 1,169,800 1,175,140 1,175,140 1,180,891 1,180,891 1,134,776 1,134,776 1,137,753 1,137,753 1,124,918 1,124,918 1,125,275 1,125,275 1,118,776 1,118,776 1,121,843 1,121,843

（Ｃ） 7,075 7,059 1,916 1,871 9,561 9,385 31,696 31,587 9,108 8,962 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792 11,871 10,792

（Ｌ） 176 159 485 441 1,936 1,760 1,199 1,090 1,608 1,462 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983 1,081 983

1,767,133 1,714,189 1,806,955 1,752,125 1,919,903 1,855,649 2,015,594 1,946,238 1,980,135 1,913,794 2,105,769 2,025,585 2,114,972 2,034,624 2,177,660 2,092,175 2,186,049 2,100,402 2,142,664 2,056,850 2,171,586 2,083,496 2,161,646 2,073,378 2,165,032 2,076,575 2,184,508 2,093,779 2,190,786 2,099,858

109,364 109,364 81,441 81,441 63,810 63,810 52,242 52,242 55,329 55,329 62,230 62,230 74,587 74,587 82,082 82,082 96,039 96,039 108,887 108,887 120,590 120,590 127,061 127,061 130,395 130,395 131,408 131,408 132,363 132,363

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,724 0 52,369 0 16,906 0 22,781 50,726 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0 32,501 0

60,578 63,520 5,578 7,787 4,423 5,686 5,025 7,848 2,879 5,379 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

189,666 172,884 139,388 89,228 85,139 69,496 80,048 60,090 108,934 60,708 104,731 72,230 117,088 84,587 124,583 92,082 138,540 106,039 151,388 118,887 163,091 130,590 169,562 137,061 172,896 140,395 173,909 141,408 174,864 142,363

（Ｄ） 1,956,799 1,887,073 1,946,343 1,841,353 2,005,042 1,925,145 2,095,642 2,006,328 2,089,069 1,974,502 2,210,500 2,097,815 2,232,060 2,119,211 2,302,243 2,184,257 2,324,589 2,206,441 2,294,052 2,175,737 2,334,677 2,214,086 2,331,208 2,210,439 2,337,928 2,216,970 2,358,417 2,235,187 2,365,651 2,242,221

457,394 401,385 414,666 393,920 237,669 196,350 287,344 248,218 232,290 217,083 64,392 49,803 9,637 △ 4,291 △ 88,261 △ 96,574 △ 137,073 △ 144,728 △ 166,673 △ 173,410 △ 236,622 △ 240,337 △ 267,324 △ 270,119 △ 303,013 △ 304,882 △ 354,000 △ 352,865 △ 388,019 △ 385,956

103,022 84,165 △ 68,749 △ 78,381 △ 101,806 △ 271,337 △ 327,698 △ 417,533 △ 464,683 △ 461,482 △ 527,290 △ 551,057 △ 584,958 △ 630,500 △ 664,815

（Ｆ）

（Ｇ）

（Ｋ）

（Ｎ）

（Ｍ）

取 崩 額 △ 1,152,634 △ 1,142,278 △ 1,086,228 △ 1,040,259 △ 1,010,319 △ 990,258 △ 926,216 △ 870,941 △ 827,238 △ 730,626 △ 654,888 △ 607,341 △ 546,165 △ 557,734 △ 509,273

繰 入 額 1,113,824 1,141,605 1,075,790 1,103,170 1,067,131 900,702 851,911 767,416 726,018 683,103 620,273 583,671 550,126 498,085 466,837

取 崩 額 △ 90,357 △ 43,796 △ 103,022 △ 84,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰 入 額 43,796 103,022 84,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

取 崩 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積 立 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

取 崩 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積 立 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

処 分 額 △ 43,796 △ 103,022 △ 84,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積 立 額 103,022 84,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（＝M)

取 崩 額 △ 15,871 △ 4,509 0 △ 4,673 △ 1,254 △ 8,549 0 △ 9,055 0 △ 11,732 0 △ 10,000 △ 10,000 △ 12,000 △ 12,000

積 立 額 10,000 5,000 9,683 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

取 崩 額 △ 4,288 △ 3,884 △ 3,421 △ 3,791 △ 4,212 △ 3,512 △ 4,102 △ 4,117 △ 4,189 △ 4,261 △ 4,336 △ 4,411 △ 4,489 △ 4,567 △ 4,648

積 立 額 3,884 3,421 3,791 4,212 3,512 4,102 4,117 4,189 4,261 4,336 4,411 4,489 4,567 4,648 4,730

取 崩 額 △ 1,497 △ 1,500 △ 1,222 △ 1,478 △ 12,000 △ 6,100 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600 △ 1,600

積 立 額 1,497 1,600 1,222 11,878 6,100 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

※H19はH18納付分があるため、計算上の納付税額と一致しない

未 収 金

特 別 利 益

前 受 金 0 0

前 払 金 6,518 6,838 53,196 22,648 3,527 22,828

233,794 297,208 285,177 247,867 269,665 244,397 253,396 259,556

0

260,001 256,854

414,326 39,608 34,583 77,138 207,123 225,776 86,732 87,175 90,627 87,589 123,142 89,043

14,193 13,668 17,518 17,518 17,518 17,518

0

17,518

0 0 0 0

0

0 0 0 0

99,917

1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

未 払 金 107,127

3,421 3,791 4,212 3,512 4,102 4,117 4,189 4,261 4,336 4,411 4,489

0 0 0 15,029 0 0 0 0

52,512

257,636

賞 与 引 当 金 残額 3,884

0

50,262

360,000

19,392

△ 18,138

69,654
1,685

0
90,928

0

121,367

160,220

6,719,116

17,518

0

153,890

0

△ 41,465

0

0

1,600

4,730

△ 41,465

0

△ 42,436

△ 41,465

50,262

0

△ 559,535

517,099

1,294,200

0

474,089

4,191

150,000

21,000

500,500

95,000

16,500

734,665

32,920

0

20,165

1,000

税 込　

令和17年度（決算見込）

515,000

198,500

20,314

△ 20,954
54,022

380,000

0

122,095
0

90,729
74,336
1,702

0

971

155,890

162,138

6,678,205

17,518

0

1,600

4,648

0

△ 59,649

971

971

0

0

0

1,366,525

△ 611,756

552,107

54,022

0

21,000

500,500

4,191

150,000

1,500

495,559

0

20,369

754,769

32,275

145,000

16,500

令和16年度（決算見込）

税 込　

524,900

208,500

1,000

59,287 50,119 52,950 49,782

460,000 440,000 420,000 400,000

19,458 19,672 19,431 19,418

△ 17,899 △ 11,755 △ 15,596 △ 13,511

69,791 72,381 69,200
2,150 2,148 2,058 1,900

0 0 0 0
85,814 88,090 88,268 88,457

0 0 0 0

125,052 124,306 123,565 122,828

163,979 164,057

6,792,309 6,683,414 6,651,053 6,648,864

147,890 157,890 157,890 157,890

0 0 0 0

114,944 80,329 56,659 60,619

1,600

4,567

0 0 0 0

263,674 262,743 260,920

0

0 0

0 0 0 0

114,944 80,329 56,659 60,619

0 0 0 0

△ 47,522 △ 34,615 △ 23,670 3,961

114,944 80,329 56,659 60,619

52,950 49,782

0 0 0 0

△ 789,913 △ 705,007 △ 660,291 △ 595,947

742,390 670,392 636,621 599,908

1,610,617 1,445,399 1,395,573 1,331,022

0 0

693,609 626,295 547,361 517,189

4,191 4,191 4,191 4,191

250,000 150,000 150,000 150,000

21,000 21,000 21,000 21,000

500,500 500,500 500,500 500,500

125,000 90,000

16,500 16,500 16,500 16,500

820,704 740,392 735,282 735,074

29,817 30,413 31,021 31,642

0 0 0 0

21,204 20,992 20,782 20,574

198,500 198,500

1,000 1,000 1,000 1,000

515,000 515,000

令和14年度（決算見込） 令和15年度（決算見込）

税 込　 税 込　 税 込　 税 込　

令和13年度（決算見込）

600,000 517,400

198,500 201,000

95,000 95,000

0 1,500

59,287

19,472

△ 26,053
68,364

480,000

0

125,802
0

85,646
87,836
2,155

68,364

0

21,000

500,500

4,191

300,000

0

762,497

50,119

0

163,901

令和12年度（決算見込）

0

153,826

78,745

265,063

0

162,467

149,622

155,483

6,885,918

△ 101,220

162,467

162,467

0

0

0

1,778,920

△ 895,602

794,382

0

21,418

883,318

29,232

145,000

16,500

13,122

△ 16,872
59,850

500,000

0

126,299
0

85,485
72,972
2,164

0

263,687

139,622

145,411

6,986,015

令和11年度（決算見込）

税 込　

662,400

198,500

1,000

△ 103,525

263,687

263,687

0

0

0

1,685,026

△ 930,791

827,266

59,850

0

21,000

390,500

4,191

300,000

1,500

832,676

0

21,635

754,235

28,659

90,000

16,500

令和10年度（決算見込）

税 込　

603,100

128,500

1,000

8,136

△ 5,351
53,955

520,000

0

367,211

138,677

144,394

7,215,591

△ 74,304

367,211

367,211

0

0

0

1,622,324

△ 980,171

0

126,778
0

80,348
62,091
2,175

905,866

53,955

0

21,000

405,500

4,191

150,000

0

890,236

0

21,853

642,153

28,097

106,800

16,500

令和9年度（決算見込）

税 込　

545,800

73,500

1,000

令和７年度（決算見込）

税 込　

137,000

49,251

13,343

３ 条 仮 払 消 費 税 額

貸 倒 引 当 金 残額

一　般　会　計　繰　入　金（イ）

他 会 計 償 還 残 高

そ の 他 流 動 負 債

４ 条 仮 払 消 費 税 額

４ 条 仮 受 消 費 税 額

未 処 分 利 益 剰 余 金 残額

支
　
　
　
出

総 支 出

他 会 計 借 入 償 還 金

３ 条 仮 受 消 費 税 額

営 業 費 用

営業外費用

報 酬

資 産 減 耗 費

収
　
　
　
益

路 面 復 旧 費

保 険 料

負 担 金

減 価 償 却 費

内撤去工事費

計

建 設 改 良 積 立 金

残額

残額

減 債 積 立 金

退 職 給 与 引 当 金 残額

残額

補 償 金

企 業 債

収
　
　
入

他 会 計 借 入 金

報 酬

そ の 他 （ 事 務 費 等 ）

流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金

営 業 収 益

営業外収益

内 退 職 給 与 金

そ の 他

計

雑 支 出

計

当 年 度 純 利 益 （ △ 損 失 ） （ E ＝ A － D ）

費
　
　
　
　
　
　
　
　
用

総 費 用

そ の 他

計

人 件 費

企 業 債 利 息

修 繕 料

補 助 金

報 償 費

特 別 損 失

受 託 事 業 収 益

区　　　　　　　　　　分

損 益 勘 定 留 保 資 金 残額

当 年 度 補 填 財 源 増 加 分 （ I ＝ B+C-L+ Ｐ +K+N ）

そ の 他

流域下水道維持管理負担金

企 業 債 償 還 金

資 本 的 収 支 差 引 （ H ＝ F － G ）

他 会 計 借 入 利 息

消 費 税

当 年 度 資 金 過 不 足 （ △ 不 足 ） （ J ＝ H ＋ I ）

消 費 税 収 支 調 整 額 等 に よ る 補 填

引 継 金

剰
余
金
積
立
金
等
内
訳

累 積 資 金 過 不 足 ( △ 不 足 ）

合 計 残 高

引 継 金

資
　
本
　
的
　
収
　
支

工 事 請 負 費

路 面 復 旧 費

営 業 設 備 費

人 件 費

補 助 金 ( 交 付 金 ）

総 収 益

負 担 金

委 託 料

土 地 賃 借 料

他 会 計 負 担 金

下 水 道 使 用 料

他 会 計 負 担 金 ①

利 息

他 会 計 補 助 金 ②

受 益 者 負 担 金

総 収 入

他 会 計 補 助 金 ③

委 託 料

納 付 税 額
消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額

３ 条 特 定 収 入 分 消 費 税 相 当 額
４ 条 特 定 収 入 分 消 費 税 相 当 額

令和３年度（決算） 令和４年度（決算） 令和8年度（決算見込）

508,500 188,800 623,600

税 込　 税 込　 税 込　

333,825 76,245 208,691

12,500 4,500 0

2,352 996 1,000

0

875,858 283,161 855,365

18,681 12,620 22,07422,297

221,891

28,666 46,764 118,926

24,858 29,750 27,54627,006

54,855

19,620 6,914 7,000

30,315 29,556 3,50030,713

0

2,547 2,506 4,191

824,192 184,865 652,238100,780

4,191

7,156 3,208

473,518 373,388

3,844 3,625

0 0 0

79,990 62,763 137,09838,900

0

1,164,670 1,126,864 957,953989,879

41,842 52,532

0 1,748

1,084,414 1,025,164

△ 1,299,000 △ 1,206,821 △ 1,053,087

2,174,858 1,489,982 1,908,4521,246,324

△ 1,024,433

56,009 20,747 62,829

1,272,855 1,246,517 963,5311,081,245

14,114

1,754,907 1,594,385

△ 1,230,570 △ 1,163,595

1,117,109 1,142,341

41,320 39,171

△ 26,145 39,696 △ 89,556

0 0 00

56,812

422,460 421,787 441,516

569,280 608,975 441,516531,072

531,072

0 0

△ 113,461 △ 21,254

495,514 474,260

411,349 474,260

0 0 0

43,796 103,022 00

0

103,022 84,165 0

0 0 00

0

84,165 0

0 0

0 0

0 0

111,979 112,470 128,677

569,278 608,974 441,516531,072

127,226

117,363 117,491 134,379136,838

495,514 474,260

122,153 118,480

127,544 134,692

1,600 1,600 12,000 6,100

0 0 0

11,119,102 10,181,037 7,560,0277,894,380

0

0 0 0
124,417 125,172 127,274129,774

0

9,442,323 8,747,259

0 0

121,217 128,440
0 0

87,805 27,867 83,269
52,944 54,829 80,18466,341

20,859

31,796 7,120 20,440
2,195 2,107 2,1882,288

6,745

64,254 69,356
56,603 47,207
1,012 2,654

15,283 8,036

56,009 20,747 62,829
19,724 52,369 △ 13,55151,607

14,114
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下水道使用料改定案の説明資料

令和8年4月8日
茅野市都市建設部上下水道課
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資料３



下水道使用料改定の理由
令和9年度から当年度純損益が赤字になる見込みのため。
• 主な要因

①使用料収入の減少
②一般会計繰入金の減少
③維持管理費の増

区分 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度

収益的収入 2,121 2,254 2,192 2,148 2,115 2,087 2,062 2,002 1,974

収益的支出 1,925 2,006 1,975 2,098 2,119 2,184 2,207 2,175 2,214

純損益 196 248 217 50 △4 △97 △145 △173 △240

単位：百万円

2



①使用料収入の減少
• 人口減少による有収水量の減
• 節水型トイレや食器洗浄機等の普及による使用水量の減
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②一般会計繰入金の減少
• 公営企業会計は独立採算が原則だが、一般会計が負担すべき経費や公営企業の収入で賄

いきれない経費については、一般会計からの繰入金で対応しています。
• 一般会計繰入金は、下水道事業で借り入れて償還している公営企業債の元利償還金に対

する交付税措置額等を基準に算定しており、公営企業債の償還額が減るのに合わせて減
少する見込みです。

単位：百万円
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③維持管理費の増
• 施設の老朽化や近年の物価高騰により、人件費、委託料等が増加傾向にあります。
• 特に、処理場を管理運営している県に支払う流域下水道維持管理負担金が大幅に増加しています。

年度 R1〜R3 R4 R5〜R6 R7 R8〜R9 R10〜R12
（見込み）

単価（税抜） 61円／㎥ 64円／㎥ 79円／㎥ 78円／㎥ 83円／㎥ 90円／㎥
単位：百万円

流域下水道維持管理負担金の単価の推移
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参考：公営企業における利益（黒字）について

• 水道事業や下水道事業は、公営企業です。
• 企業とはいっても、インフラ事業を行っているため半永久的に

経営を持続していかなければならず、黒字を出し管路等の施設
を更新するための資金を確保していく必要があります。

• 公営企業における「黒字（利益＝儲け）」は民間企業の黒字と
は違い、「公共的必要余剰」といわれ、インフラ施設の維持・
更新という形で後に使用者に還元されるものです。
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下水道使用料に関する原則
〇使用料の原則（下水道法第20条第2項）

(1) 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
(2) 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
(3) 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
(4) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

〇独立採算の原則（地方公営企業法第17条の２第2項）
地方公営企業の経費は、次のものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければ

ならない。
(1) その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
(2) 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充て

ることが客観的に困難であると認められる経費

7



使用料算定期間

• 下水道使用料の算定期間は、一定程度の安定性が求められる反
面、あまりに長期間にわたると予測の確実性が失われることか
ら、一般的には3年から5年程度とされています。

• 当市の維持管理費は、減価償却費と起債の支払利息を除くと、
流域下水道維持管理負担金が令和6年度決算で約7割を占めてい
ます。流域下水道の維持管理負担金が原則3年に1度見直しをす
ることから、当市の使用料も3年に1度見直しをすることを原則
とします。

8



使用料対象経費
使用料対象経費とは、汚水事業に係る経費（維持管理費・資本費）のうち、公費負担分
（一般会計で負担すべき分）を除いた下水道使用料（私費）で負担すべき経費のこと。

下水道管理費

使用料対象経費
（私費負担分）

雨水に係る経費
（公費負担分）

汚水に係る経費

区分 理由
雨水に係
る経費

自然現象に起因するもので、その原因者を特定することが困難であり、雨水の排除は、都市の浸水防止等
都市機能の保全に効果を発揮し、その受益者が広く一般市民に及ぶこと等により、公費負担とされている。

汚水に係
る経費

使用者が下水道整備により生活環境の改善等の利益を受けること及び水質汚濁の原因者であることから、
原則として、使用者がその受益等に応じて適正な費用負担をすべきであるとされている。

ただし、汚水に係る経費のうち、高度処理に要する経費の一部などの公共的な役割にかかる経費について
は、公費負担としている。

使用料対象外経費
（公費負担分）

・維持管理費
・資本費

(減価償却費及び企業債利子)

・維持管理費
(水質規制費、水洗化普及費等)

・資本費
(分流式下水道等に要する経費等)

9



総括原価方式
• 総括原価方式は、水道料金等の算定で用いられている考え方で、下水道使

用料においても同じ考え方で算出すべきとされています。

総括原価 営業費用 資本費用 使用料収入控除収入＝ ＝+ −
営業費用・・・・

資本費用・・・・

資産維持費・・・

控除収入・・・・

既存の下水道施設、管路を維持管理していくために必要な費用。人件費、修繕費、減価償却
費等が該当します。

支払利息と資産維持費を合算したものです。事業維持のために、営業費用を超えて使用料に
より回収されるべき額であり、一般には事業報酬又は資本報酬と呼ばれています。

下水道サービスの維持向上及び施設実態の維持のために、事業内に再投資されるべき額であ
り、その内容は、施設、管路の建設、改良、再構築及び企業債の償還等に必要な所要額とさ
れるものです。

営業費用、資本費用の財源となる収入です。検査手数料や受託工事収益などがあります。

10



総括原価の分解
総括原価

需要家費

使用者数に応じて増減する
経費

汚水量に関係なく、下水道施
設を適正に維持していくため

に固定的に発生する費用
汚水量に応じて増加する費用

・検針に要する費用
・使用料徴収関係経費 など

・動力費
・薬品費 など

・維持管理費
・減価償却費
・支払利息 など

固定費 変動費

11



総括原価の配賦
需要家費 3.1％ 固定費 87.5％ 変動費 9.4％

基本使用料 超過使用料
原
則

実
際

原則どおりとすると基本使用料が著しく高額となり非現実的であるため、固定費を超
過使用料に配分する。

需要家費 3.1％ 固定費 87.5％ 変動費 9.4％

基本使用料 超過使用料

固定費を基本使用料と超過使用料へどう配分するかの明確な基準はありません。そのため、
今回の使用料改定においては、現行の基本使用料と超過使用料をベースに検討することと
します。

※R6決算における当市の基本使用料割合は32.6％

12



使用料体系

一方、水需要の減少に伴い、以下のような点が問題となっています。
① 下水道事業は汚水量の増減にかかわらず支払いが必要となる固定費が多い装置
産業です。一方で、使用料収入の約７ 割を使用水量によって変動する超過使用料
が占めているため、固定費として回収すべき収入が確保できなくなるおそれがあ
ります。
② 大口利用者ほど負担が大きく、利用者間で不公平感が生じるため、多くの使用
料を負担している工場等の大口利用者の利用離れにつながることにより、大幅な
減収につながるおそれがあります。

基本使用料に使用水量に応じた超過使用料を加えた２部制とし、さらに超過使
用料の単価が使用量に応じて徐々に増加する逓増料金制が広く採用されており、
当市でも同様の使用料体系となっています。

この使用料体系は、処理場等の施設の拡張は急にはできないことから、汚水排
出量を抑制する観点で設計されましたが、現在では、一般家庭等の小口利用者の
負担軽減といった観点も併せ持つようになりました。

13



現行使用料（その１）

種別
一般 公衆浴場

基本使用料金 超過使用料金 １立方メートルにつき

使用水量１
立方メート
ルにつき

使用
水量

10立方メート
ルまで

10立方メー
トルを超え
30立方メー
トルまで

30立方メー
トルを超え
50立方メー
トルまで

50立方メー
トルを超え
100立方メー
トルまで

100立方メー
トルを超え
300立方メー
トルまで

300立方メー
トルを超え
500立方メー
トルまで

500立方メー
トルを超え
る場合

料金 1,435.5円 168.3円 184.8円 201.3円 220円 235.4円 243.1円 67.1円

備考

１ 使用料の額は、消費税及び地方消費税を含む。
２ 公衆浴場とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例（昭和41年長野県条例第49号）第
２条に規定する普通公衆浴場

(2) 公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第２条第１項の規定により許可を受けた公衆浴場のうち、国、
地方公共団体及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の規定により市長の認可を受
けた地縁による団体が、地域住民の健康・福祉に資することを目的に設置又は運営するもの

(3) 施設の利用目的、運営の形態等から前２号に準ずると管理者が認めたもの

現在の使用料は、茅野市下水道条例第22条で次のように規定されています。

14

（使用料の額及び算定方法）
第22条 使用料の額は、１月について次の区分により算定した汚水排水使用料及び第２項により算定し
た汚水水質使用料の合計額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、その端数金
額を切り捨てるものとする。



現行使用料（その２）

汚水の濃度（１リッ
トルにつき）

生物化学的酸素要求量
（１立方メートルにつき）

浮遊物質量
（１立方メートルにつき）

300ミリグラムを超
え400ミリグラムま
で

15.4円 18.7円

400ミリグラムを超
え500ミリグラムま
で

28.6円 39.6円

500ミリグラムを超
え600ミリグラムま
で

44円 58.3円

備考 使用料の額は、消費税及び地方消費税を含む。

２ 次の各号のいずれかに該当する水質及び量の汚水を排出する者に係るそれぞれ当該汚水水質
使用料は、次の表の定めるところにより算出された額とする。
(1) 生物化学的酸素要求量が１リットルにつき５日間に300ミリグラムを超えるもので、１月
当たり500立方メートル以上の汚水を排出する者

(2) 浮遊物質量が１リットルにつき300ミリグラムを超えるもので、１月当たり500立方メート
ル以上の汚水を排出する者

15



下水道使用料の経過
区分 ～H22.4.1 H22.4.1～ H26.4.1～ R1.10.1～

基本使用料 10㎥まで 1,220 1,370.25 1,409.40 1,435.5

1
㎥
当
た
り

超
過
使
用
料

10㎥～30㎥ 135 160.65 165.24 168.3

30㎥～50㎥ 149 176.40 181.44 184.8

50㎥～100㎥ 164 192.15 197.64 201.3

100㎥～300㎥ 179 210.00 216.00 220.0

300㎥～500㎥ 192 224.70 231.12 235.4

500㎥～ 205 232.05 238.68 243.1

公衆浴場 55 64.05 65.88 67.1

消費税及び地方消費税 5% 5% 8% 10%

（単位：円、税込）

H22は、全面的に改定。改定率10.32％。
H26は、消費税増税分の改定。
R1は、消費税増税分の改定。 16



他市町村との比較（19市）

（ ）内は水量ごとの高い方からの順位

（単位：円）（税込）
団体名／項目 基本水量㎥ 基本使用料 10㎥ 20㎥ 25㎥ 50㎥ 100㎥ 500㎥ 1,000㎥ 5,000㎥ 現行料金

実施年月
改定率 備考

長野市 8 1,488 (11) 1,829 (11) 3,534 (13) 4,507 (13) 9,375 (13) 20,760 (11) 130,320 (8) 285,420 (6) 1,526,220 (5) H18.06 8.0%

松本市 10 1,452 (12) 1,450 (18) 3,140 (18) 3,990 (18) 8,800 (16) 19,520 (14) 115,440 (12) 239,740 (12) 1,234,140 (12) H13.04 9.4%

上田市 ― 1,438 (13) 2,258 (3) 4,278 (3) 5,288 (3) 10,638 (6) 21,738 (9) 114,138 (13) 230,638 (14) 1,162,638 (14) R7.04 11.7%
岡谷市 10 1,518 (10) 1,518 (17) 3,278 (16) 4,158 (15) 8,844 (15) 19,294 (15) 102,894 (17) 207,394 (17) 1,043,394 (17) H10.04 16.5%
飯田市 8 1,613 (8) 1,947 (8) 3,797 (8) 4,967 (6) 11,237 (4) 25,437 (4) 153,537 (2) 317,037 (3) 1,625,037 (3) H25.10 8.7%
諏訪市 10 1,718 (5) 1,718 (12) 3,731 (11) 4,737 (11) 10,166 (8) 22,211 (8) 131,111 (6) 276,311 (7) 1,437,911 (8) R8.10 19.5% 改定予定
須坂市 ― 640 (19) 1,700 (13) 3,640 (12) 4,600 (12) 9,910 (11) 22,510 (7) 123,270 (10) 254,170 (10) 1,301,370 (11) H16.04 10.4%
小諸市 5 930 (18) 1,870 (9) 3,750 (10) 4,790 (10) 9,980 (10) 21,700 (10) 125,100 (9) 268,650 (9) 1,513,850 (6) H18.07 10.0%

伊那市 ― 1,980 (2) 2,310 (2) 4,070 (4) 5,170 (4) 11,330 (3) 25,630 (3) 151,030 (4) 313,280 (4) 1,495,780 (7) H29.04 6.0%
R9.4から超過使用料

11.4％改定予定がある
が単価がわからない

ため反映していない。
駒ヶ根市 ― 1,100 (17) 2,090 (5) 3,300 (15) 4,140 (16) 9,040 (14) 19,160 (16) 106,720 (16) 218,920 (15) 1,116,520 (15) H7.04
中野市 ― 1,375 (15) 2,145 (4) 4,323 (2) 5,533 (2) 12,221 (1) 27,236 (1) 152,416 (3) 319,616 (2) 1,657,216 (2) R7.10 不明
大町市 10 1,705 (6) 1,700 (13) 3,790 (9) 4,890 (8) 10,610 (7) 22,710 (6) 130,510 (7) 273,510 (8) 1,417,510 (9) H25.04 4.6%
飯山市 5 2,030 (1) 2,030 (6) 3,800 (7) 4,800 (9) 9,810 (12) 20,610 (12) 116,810 (11) 249,810 (11) 1,313,810 (10) R7.08 不明
茅野市 10 1,435 (14) 1,435 (19) 3,118 (19) 3,960 (19) 8,497 (18) 18,562 (17) 109,642 (14) 231,192 (13) 1,203,592 (13) H22.04 10.3%
塩尻市 10 1,848 (4) 1,840 (10) 3,980 (5) 5,050 (5) 11,180 (5) 24,630 (5) 149,830 (5) 311,830 (5) 1,607,830 (4) H19.10 5.1%
佐久市 ― 1,320 (16) 2,750 (1) 4,510 (1) 5,720 (1) 12,210 (2) 26,510 (2) 154,110 (1) 330,110 (1) 1,738,110 (1) H24.04
千曲市 10 1,540 (9) 1,540 (16) 3,245 (17) 4,097 (17) 8,470 (19) 17,545 (19) 93,445 (19) 189,695 (19) 959,695 (19) H15.09
東御市 10 1,650 (7) 1,650 (15) 3,355 (14) 4,207 (14) 8,690 (17) 18,315 (18) 101,915 (18) 206,415 (18) 1,042,415 (18) H18.04

安曇野市 10 1,980 (2) 1,980 (7) 3,960 (6) 4,950 (7) 10,120 (9) 20,570 (13) 108,570 (15) 218,570 (16) 1,098,570 (16) H22.04 3.7%
平均 1,514 1,882 3,716 4,713 10,059 21,824 124,779 260,121 1,341,874 
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他市町村との比較（諏訪６市町村）
（単位：円）（税込）

（ ）内は水量ごとの高い方からの順位

団体名／項目 基本水量㎥ 基本使用料 10㎥ 20㎥ 25㎥ 50㎥ 100㎥ 500㎥ 1,000㎥ 5,000㎥ 現行料金
実施年月

改定率 次回改定
予定年月

岡谷市 10 1,518 (4) 1,518 (4) 3,278 (4) 4,158 (4) 8,844 (4) 19,294 (4) 102,894 (6) 207,394 (6) 1,043,394 (6) H10.04 16.5%

諏訪市 10 1,718 (3) 1,718 (3) 3,731 (3) 4,737 (3) 10,166 (3) 22,211 (3) 131,111 (1) 276,311 (1) 1,437,911 (1) R8.10 19.52% 改定予定

茅野市 10 1,435 (5) 1,435 (5) 3,118 (5) 3,960 (5) 8,497 (5) 18,562 (5) 109,642 (4) 231,192 (5) 1,203,592 (5) H22.04 10.30%

下諏訪町 10 1,375 (6) 1,375 (6) 2,992 (6) 3,800 (6) 8,239 (6) 18,194 (6) 108,641 (5) 235,664 (4) 1,252,064 (3) H23.04 5.2%

富士見町 10 1,980 (1) 1,980 (1) 4,070 (1) 5,142 (1) 10,725 (1) 22,275 (2) 119,075 (3) 240,075 (3) 1,208,075 (4) H26.04 3.0%

原村 10 1,897 (2) 1,897 (2) 3,899 (2) 4,944 (2) 10,631 (2) 22,456 (1) 124,316 (2) 253,016 (2) 1,282,616 (2) R1.10 15.0% R9.4から10％改定で諮問中
が詳細未定。

平均 1,654 1,654 3,515 4,457 9,517 20,499 115,947 240,609 1,237,942 
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財政推計（決算見込）
（単位：千円、税抜）
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Ｒ5決算 Ｒ6決算 Ｒ7決算見込 Ｒ8決算見込 Ｒ9決算見込 Ｒ10決算見込 Ｒ11決算見込 Ｒ12決算見込 Ｒ13決算見込
下水道使用料 1,217,529 1,263,824 1,271,129 1,265,372 1,260,406 1,255,617 1,250,652 1,243,148 1,235,689
一般会計繰入金 630,000 610,000 570,000 550,000 520,000 500,000 480,000 460,000 440,000
長期前受金戻入 (A) 265,099 326,599 318,889 321,140 323,407 320,959 319,955 288,072 286,953
その他 8,867 54,123 31,567 11,107 11,107 11,107 11,107 11,107 11,107

計 (B) 2,121,495 2,254,546 2,191,585 2,147,619 2,114,920 2,087,683 2,061,714 2,002,327 1,973,749
流域下水道維持管理負担金 543,870 562,384 551,258 592,205 589,881 637,200 634,680 632,141 650,600
減価償却費 1,136,913 1,151,054 1,161,437 1,162,229 1,169,800 1,175,140 1,180,891 1,134,776 1,137,753
企業債利息 63,810 52,242 55,329 62,230 74,587 82,082 96,039 108,887 120,590
その他 180,552 240,648 206,478 281,151 284,943 289,835 294,831 299,933 305,143

計 (C) 1,925,145 2,006,328 1,974,502 2,097,815 2,119,211 2,184,257 2,206,441 2,175,737 2,214,086
196,350 248,218 217,083 49,803 △ 4,291 △ 96,574 △ 144,728 △ 173,410 △ 240,337

企業債 345,700 330,100 137,000 623,600 545,800 603,100 662,400 600,000 517,400
その他 178,637 100,690 84,891 231,765 96,353 151,135 220,918 220,704 222,992

計 (E) 524,337 430,790 221,891 855,365 642,153 754,235 883,318 820,704 740,392
建設改良費 628,651 516,689 217,545 813,401 582,088 552,350 716,423 667,008 669,104
流域下水道建設費負担金 41,842 52,532 38,900 137,098 150,000 300,000 300,000 250,000 150,000
企業債償還金 1,084,414 1,025,164 989,879 957,953 890,236 832,676 762,497 693,609 626,295

計 (F) 1,754,907 1,594,385 1,246,324 1,908,452 1,622,324 1,685,026 1,778,920 1,610,617 1,445,399
△ 1,230,570 △ 1,163,595 △ 1,024,433 △ 1,053,087 △ 980,171 △ 930,791 △ 895,602 △ 789,913 △ 705,007

1,117,109 1,142,341 1,081,245 963,531 905,866 827,266 794,382 742,390 670,392
△ 113,461 △ 21,254 56,812 △ 89,556 △ 74,304 △ 103,525 △ 101,220 △ 47,522 △ 34,615

495,514 474,260 531,072 441,516 367,211 263,687 162,467 114,944 80,329

区分

収
益
的
収
支

収
入

支
出

当年度純利益 (D)=(B)-(C)

累積資金過不足 (J)=(I)+前年度(J)

資
本
的
収
支

収
入

支
出

資本的収支差引 (G)=(E)-(F)
当年度補填財源増加分 (H)

当年度資金過不足 (I)=(G)+(H)



財政推計の条件（その１）
〇歳 入
• 一般家庭の使用料収入は、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計をベー

スに人口減少を見込んで推計しました。
• 大口使用（企業）は令和２年度から令和６年度の平均としました。
• 一般会計繰入金は、繰入れの基準となる企業債の償還額の減少を見込んで推

計しました。
• 長期前受金戻入は、過去の実績を基に、減価償却費の見込みに応じて推計し

ました。
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財政推計の条件（その２）
〇歳 出
• 流域下水道維持管理負担金は、令和８・９年度は83円/㎥（税抜）で、令和

10年度から12年度は90円/㎥（税抜）で、それ以降は3年毎に3円の増で推計
しました。

• 減価償却費は、現在の資産と今後の投資見込みから推計しました。
• 人件費は、令和8年度の人員をベースに見込みました。一人当たりの人件費の

伸び率は、毎年２％増で推計しました。
• 委託料は、毎年２％増で推計しました。
• 令和７年度以降の企業債借入及び利率見直しの利率を2.0％で見込みました。
• 下水道事業会計で負担すべき経費（使用料徴収に要する経費等、本来下水道

事業会計でも負担すべき経費を水道事業会計で多く負担しているものがあっ
た。）を令和８年度から折半で負担することとして見込みました。
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使用料改定の考え方（その１）

〇資産維持費について
前回、令和３年度に下水道使用料の改定の必要性を検討した際には、長期前受金戻

入相当額を資産維持費と同等のものとして考えていました。今回の改定に当たって
は、今後の必要見込額を算定して資産維持費を計上することとします。
※平成26年度から適用された公益企業会計の制度見直し前には、長期前受金という考え方がなく、その
収入分がない状態で純利益が出るように使用料の設定をしていたため、制度見直し後も長期前受金戻入
分以上の黒字が出るように考えていた。令和４年度までは、長期前受金以上の黒字が出ていたが、令和
５年度以降は出なくなっている。

〇使用料体系について
大枠は変更せずに、現在の使用料体系をベースとします。

〇改定時期について
令和９年度から赤字になる見込みのため、令和９年４月改定を目指します。
※2ヶ月検針の場合は令和9年6月請求分から、1ヶ月検針の場合は令和9年５月請求分から適用。
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使用料改定の考え方（その２）
〇公衆浴場の単価について

公衆浴場単価は、公衆浴場からの排水が、量は多いが比較的きれいな汚水であるこ
とや、公衆衛生上の配慮から、逓増料金制をとらずに一律61 円／㎥（税抜）としてい
ます。これは、平成２２年当時の流域下水道維持管理負担金の単価50円／㎥（税抜）
と比べると２割ほど高い金額になっています。現在の流域下水道維持管理負担金は、
83円／㎥（税抜）です。この負担金は、流した汚水１㎥につき維持管理費として流域
下水道へ支払う必要があるため、これを下回る単価とすると、市の下水道事業として
は赤字になります。そのため、公衆浴場単価は流域下水道維持管理負担金の単価以上
にする必要があります。

〇水道料金について
上水道と下水道の同時改定は市民生活への影響が大きいことから、水道料金の改定

は、次年度以降に検討することとします。

〇水質使用料について
水質使用料は、一定基準を超過した水質の汚水を浄化するための経費を上乗せする

ものですが、算定が困難であることと現在適用しているところがないことから、改定
しないこととします。
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資産維持費の算定

※下水道使用料算定の基本的考え方2016年度版（公益社団法人日本下水道協会）を参考に算定
※水道料金改定業務の手引き（公益社団法人日本水道協会）では、減価償却対象資産残高の3％を資産維持
費としているが、下水道事業においては、一般会計からの繰入金が大きいことなどから、統一的な率は示
されていない。

・R６決算の貸借対照表上の減価償却対象資産取得価額45,200,202千円を今後
更新が必要な資産とします。（A)
・新設当時と比べて更新時には90％の上昇が見込まれる（機能向上、施工の困
難化、物価上昇等）ため、その分を資産維持費の対象経費とします。
（A)×0.9＝40,680,226千円（B)
・（B)から、国の補助金の見込割合30.1％を控除します。残りは起債で対応し、
その45％が交付税措置される見込みであるため、更にそれを控除します。
（B)×(100%−30.1%)×(100%−45％)＝15,639,513千円 （C）
・一般的に管渠の耐用年数は50年とされていますが塩ビ管はもっと長く使える
見込みのため、塩ビ管の耐用年数を100とし、それ以外の耐用年数は法定耐用
年数として平均耐用年数を出すと86.7年となります。この耐用年数を用いて１
年当たりの資産維持費を算定します。（C）÷86.7＝180,387千円。
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使用料改定率算定表
区分 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 3年間計

営業費用

流域下水道維持管理負担金 589,881 637,200 634,680 1,861,761
減価償却費 1,169,800 1,175,140 1,180,891 3,525,831
その他 284,943 289,835 294,831 869,610

計 ① 2,044,624 2,102,175 2,110,402 6,257,202

資本費用
企業債利息 74,587 82,082 96,039 252,708
資産維持費 180,387 180,387 180,387 541,161

計 ② 254,974 262,469 276,426 793,869

控除項目

一般会計繰入金 520,000 500,000 480,000 1,500,000
長期前受金戻入 323,407 320,959 319,955 964,321
その他 11,107 11,107 11,107 33,321

計 ③ 854,514 832,066 811,062 2,497,642
総括原価計 ①+②-③ 1,445,084 1,532,578 1,575,766 4,553,429

現行使用料による下水道使用料収入 1,260,406 1,255,617 1,250,652 3,766,675
収入不足額 184,678 276,961 325,115 786,754

※使用料対象外経費の公費負担分は、満額一般会計繰入金で賄っており、費用と控除財源が同額となるこ
とから、決算見込と比較しやすいように両方から抜かずに入れたままとしてある。

（単位：千円、税抜）
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使用料改定率

収入不足額

786,754千円

必要
平均改定率

20.89％

現行使用料による下水道使用料

3,766,675千円

収入不足額

786,754千円

総括原価

4,553,429千円
− ＝

÷ ＝
現行使用料による下水道使用料

3,766,675千円
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使用料改定案の検討 その１
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• 必要平均改定率は、現行使用料による使用料収入見込みに対し
て、何％使用料収入を増やす必要がるかという率になります。

• 必要平均改定率を満たすための改定の方法として、基本使用料
と超過使用料の各区分の単価を必要改定率と同じ率で上げる方
法や、基本使用料や超過使用料の各区分の単価の改定率に差を
設けて上げる方法があります。また、基本使用料で使用できる
基本水量をなくしたり、減らしたりすることも考えられるため、
これらについて検討しました。



使用料改定案の検討 その２
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〇基本水量の検討
• 現在の当市の基本水量は10㎥です。
• 基本水量は、日常生活で想定される最低限必要な汚水量とされており、東

京都の調査では1人暮らしの1月の使用水量の平均は８㎥となっています。
一方、基本料金は需要家費や固定費をまかなうためのものなので、基本水
量を設けずに1㎥から超過使用料をいただくという考え方もあります。当市
の上水道は基本水量はありません。

• 基本水量をなくす、又は減らすことについて検討しましたが、基本水量を
なくすと1月の使用水量が10㎥までの利用者の負担が大きく上昇することか
ら、また、諏訪6市町村は全て基本使用料があり10㎥となっていることから、
今回の改定案では変更しないこととしました。



使用料改定案の検討 その３
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〇基本使用料と超過使用料の各区分の単価の上げ方の検討
• 基本使用料と超過使用料の各区分の単価を必要改定率と同じ率で上げるの

が、一番公平に見えます。
• しかし、当市の現行使用料は、県内他市と比べると使用水量が多くなると

超過使用料の単価がより高くなる体系となっています。つまり、使用水量
が多い使用者の負担が大きい状況であり、特定の利用者に負担が偏りやす
い体系です。

• そのため、同じ率で上げると負担の偏りが残ることになります。
• また、下水道事業の経費は固定費の割合が大きく、使用水量が多い特定の

利用者の負担に頼った使用料体系は不安定な状況であることから、基本使
用料の割合を高めて安定的な収入を確保することが必要であると考えます。



使用料改定案の検討 その４
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• 一方で、基本使用料や使用水量が少ない区分の単価を高くし過ぎると一般
家庭の負担が増すことになるため、そこに対する配慮も求められます。

• 以上のことから、使用水量が多くなると超過使用料の単価が高くなるとい
う体系は維持しつつ、使用水量が多い区分の改定率を低く抑える改定案と
しました。

• 上記の改定案では一般家庭の負担が平均改定率よりも増える結果となりま
すが、使用水量が多い利用者に引き続き下水道を利用してもらうことによ
り将来の利用料の上昇を抑える効果が見込まれることから、長い目で見る
と一般家庭の負担を抑えることにつながります。



料金区分ごとの内訳（令和６年度決算ベース）

※決算後の漏水減免等により決算額とずれが生じている。
※年間調定のものや２ヶ月調定のものを毎月調定に換算して件数を出しているため、実態とは誤差が生じている。
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料金区分
（単位：㎥）

税込単価
(円)

料金区分ごと
の使用料(円)

構成
比率

1月1件とした場合の
年間件数

左の件数の
構成比率

基本
使用料

0
1435.5 450,821,371 32.5%

17,654 5.6%
0を超え10まで 121,026 38.4%

10を超え30まで 168.3 311,544,670 22.5% 144,890 45.9%
30を超え50まで 184.8 60,329,083 4.4% 23,732 7.5%
50を超え100まで 201.3 45,093,202 3.3% 5,044 1.6%
100を超え300まで 220 78,229,065 5.6% 1,796 0.6%
300を超え500まで 235.4 46,092,845 3.3% 349 0.1%
500を超える 243.1 377,526,476 27.3% 845 0.3%
公衆浴場 67.1 15,732,451 1.1% 120 0.0%
合計 1,385,369,164 100.0% 315,456 100.0%
参考:決算額 1,390,152,771



使用料改定案
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（単位：円、税込）

現行使用料 使用料改定（案） 上昇額 上昇率

1435.5 1782.0 346.5 24.14%

10を超え30まで 168.3 206.8 38.5 22.88%

30を超え50まで 184.8 224.4 39.6 21.43%

50を超え100まで 201.3 242.0 40.7 20.22%

100を超え300まで 220.0 259.6 39.6 18.00%

300を超え500まで 235.4 275.0 39.6 16.82%

500を超える 243.1 281.6 38.5 15.84%

67.1 91.3 24.2 36.07%

使用料区分

基本使用料

超過使用料

公衆浴場



モデルケース 改定前後比較
（単位：円）（税込）
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1月で8㎥（2月で16㎥）使用した場合

1月あたり
基本使用料

1月あたり
超過使用料

１月料金 ２月料金 年間料金
1月あたり
基本使用料

1月あたり
超過使用料

１月料金 ２月料金 年間料金

水道 口径13ｍｍ 1,210 88 1,298 2,596 15,576 1,210 88 1,298 2,596 15,576 0 0 0 0.0%
下水 1,435 0 1,435 2,870 17,220 1,782 0 1,782 3,564 21,384 347 694 4,164 24.2%

2,645 88 2,733 5,466 32,796 2,992 88 3,080 6,160 36,960 347 694 4,164 12.7%

1月で20㎥（2月で40㎥）使用した場合

1月あたり
基本使用料

1月あたり
超過使用料

１月料金 ２月料金 年間料金
1月あたり
基本使用料

1月あたり
超過使用料

１月料金 ２月料金 年間料金

水道 口径13ｍｍ 1,210 1,375 2,585 5,170 31,020 1,210 1,375 2,585 5,170 31,020 0 0 0 0.0%
下水 1,435 1,683 3,118 6,236 37,416 1,782 2,068 3,850 7,700 46,200 732 1,464 8,784 23.5%

2,645 3,058 5,703 11,406 68,436 2,992 3,443 6,435 12,870 77,220 732 1,464 8,784 12.8%

1月で5,000㎥（2月で10,000㎥）使用した場合

1月あたり
基本使用料

1月あたり
超過使用料

１月料金 ２月料金 年間料金
1月あたり
基本使用料

1月あたり
超過使用料

１月料金 ２月料金 年間料金

水道 口径75ｍｍ 35,200 904,200 939,400 1,878,800 11,272,800 35,200 904,200 939,400 1,878,800 11,272,800 0 0 0 0.0%
下水 1,435 1,202,157 1,203,592 2,407,184 14,443,104 1,782 1,394,844 1,396,626 2,793,252 16,759,512 193,034 386,068 2,316,408 16.0%

36,635 2,106,357 2,142,992 4,285,984 25,715,904 36,982 2,299,044 2,336,026 4,672,052 28,032,312 193,034 386,068 2,316,408 9.0%

増加率

改定前 改定後
区分

合計

増加率
２月あたり

差額
1月あたり

差額

増加率

合計

年間差額

年間差額

年間差額

合計

区分
改定前 改定後

1月あたり
差額

２月あたり
差額

区分
改定前 改定後

1月あたり
差額

２月あたり
差額



公衆浴場単価の検討

• 現在の単価61円／㎥（税抜）を流域下水道維持管理負担金の単
価83円／㎥（税抜）と同額にすると36.6％の改定率となり、平
均改定率より高い改定率になります。算定期間中の令和10年度
から単価が上がる見込みですが、現時点では確定していないた
め、今回はこれ以上は上げないこととします。

• 次回以降も、流域下水道維持管理負担金の単価を最低基準とし
て考えるものとします。

34



改定後の財政推計
（単位：千円、税抜）
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Ｒ5決算 Ｒ6決算 Ｒ7決算見込 Ｒ8決算見込 Ｒ9決算見込 Ｒ10決算見込 Ｒ11決算見込 Ｒ12決算見込 Ｒ13決算見込
下水道使用料 1,217,529 1,263,824 1,271,129 1,265,372 1,523,670 1,517,881 1,511,878 1,502,807 1,493,790
一般会計繰入金 630,000 610,000 570,000 550,000 520,000 500,000 480,000 460,000 440,000
長期前受金戻入 (A) 265,099 326,599 318,889 321,140 323,407 320,959 319,955 288,072 286,953
その他 8,867 54,123 31,567 11,107 11,107 11,107 11,107 11,107 11,107

計 (B) 2,121,495 2,254,546 2,191,585 2,147,619 2,378,184 2,349,947 2,322,940 2,261,986 2,231,850
流域下水道維持管理負担金 543,870 562,384 551,258 592,205 589,881 637,200 634,680 632,141 650,600
減価償却費 1,136,913 1,151,054 1,161,437 1,162,229 1,169,800 1,175,140 1,180,891 1,134,776 1,137,753
企業債利息 63,810 52,242 55,329 62,230 74,587 82,082 96,039 108,887 120,590
その他 180,552 240,648 206,478 281,151 284,943 289,835 294,831 299,933 305,143

計 (C) 1,925,145 2,006,328 1,974,502 2,097,815 2,119,211 2,184,257 2,206,441 2,175,737 2,214,086
196,350 248,218 217,083 49,803 258,973 165,690 116,499 86,249 17,764

企業債 345,700 330,100 137,000 623,600 545,800 603,100 662,400 600,000 517,400
その他 178,637 100,690 84,891 231,765 96,353 151,135 220,918 220,704 222,992

計 (E) 524,337 430,790 221,891 855,365 642,153 754,235 883,318 820,704 740,392
建設改良費 628,651 516,689 217,545 813,401 582,088 552,350 716,423 667,008 669,104
流域下水道建設費負担金 41,842 52,532 38,900 137,098 150,000 300,000 300,000 250,000 150,000
企業債償還金 1,084,414 1,025,164 989,879 957,953 890,236 832,676 762,497 693,609 626,295

計 (F) 1,754,907 1,594,385 1,246,324 1,908,452 1,622,324 1,685,026 1,778,920 1,610,617 1,445,399
△ 1,230,570 △ 1,163,595 △ 1,024,433 △ 1,053,087 △ 980,171 △ 930,791 △ 895,602 △ 789,913 △ 705,007

1,117,109 1,142,341 1,081,245 963,531 1,169,130 1,089,530 1,055,608 1,002,049 928,493
△ 113,461 △ 21,254 56,812 △ 89,556 188,959 158,739 160,006 212,137 223,486

495,514 474,260 531,072 441,516 630,475 789,214 949,220 1,161,357 1,384,843累積資金過不足 (J)=(I)+前年度(J)

資
本
的
収
支

収
入

支
出

資本的収支差引 (G)=(E)-(F)
当年度補填財源増加分 (H)

当年度資金過不足 (I)=(G)+(H)

区分

収
益
的
収
支

収
入

支
出

当年度純利益 (D)=(B)-(C)



他市町村比較（20㎥/月）
（単位：円）
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他市町村との比較分析

37

諏訪６市町村は、処理場を有しておらず（富士見町の
一部を除く。）、整備時期も近いなど比較的条件が一緒
ですが、当市と比べると岡谷市や下諏訪町は使用料を低
く抑えられています。この要因としては、両市町はエリ
アがコンパクトにまとまっていますが、当市は八ヶ岳の
裾野に向かって広く分布しており管路施設の整備効率が
悪いことから、両市町と比較すると使用料が高くなる傾
向にあります。



参考：経費削減の取組

38

• 以前は水道課と下水道課に分かれていたが、それを統合して共
同して実施できる部分は共同化して経費を圧縮してきました。

• ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の更新を実
施。過去の排水需要に基づき整備された施設についても、現在
の排水需要に基づき廃止・縮小も視野に更新を実施していま
す。
例：白樺湖南中継ポンプ場を規模の小さいマンホールポンプにダウン

サイジングして更新を進めています。
• ウォーターPPPの導入及び窓口業務の外部委託の検討を進めて

います。



用語解説（その１）
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用語 ヨミカタ 解説
維持管理費 イジカンリヒ 施設を維持管理していくための、委託料、光熱水費、人件費等の経費。

ウォーターPPP ウォーターピー
ピーピー 水道や下水道の維持管理と更新を、原則10年間、民間企業に一括で委託する官民連携手法。

基本水量 キホンスイリョ
ウ 基本使用料に含まれる汚水排出量。茅野市の場合は1か月当たり10㎥。

供用開始 キョウヨウカイ
シ 下水道管が布設され、公共ますへ排水設備を接続することにより下水道が利用可能となること。

減価償却費 ゲンカショウ
キャクヒ

固定資産の取得原価をその資産の耐用年数で按分し、単年度における減価償却費として収益的支
出に計上するもの。

資本的収入 シホンテキシュ
ウニュウ 収益的支出の財源となる収入。

資本的支出 シホンテキシ
シュツ 将来の営業活動を行うための諸施設の建設・更新をするための費用、企業債の元金償還など。

資本費 シホンヒ 減価償却費と地方債の利息の合計額。

収益的収入 シュウエキテキ
シュウニュウ

一事業年度における企業の営業活動に伴い発生する収入（ 収益）で、サービスの提供の対価とし
ての下水道使用料などをいいます。

収益的支出 シュウエキテキ
シシュツ

一事業年度における企業の営業活動に伴い発生する支出（ 費用）で、 下水道に流された汚水を
処理するための経費、施設の維持管理費、企業債の支払利息などのほか、現金支出を伴わない固
定資産の減価償却費などの費用をいいます。
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用語 ヨミカタ 解説

純損益 ジュンソンエキ 一定期間における総収益と総費用の差額。黒字の場合は「純利益」赤字の場合は「純損失」で表し
ます。

ストックマネジメ
ント計画

ストックマネジ
メントケイカク

目標とする明確なサービス水準を定め、施設全体を対象に、その状態を点検・調査等によって客観
的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築を一体的に捉え
て下水道施設を計画的かつ効率的に管理する計画。

接続率 セツゾクリツ 排水設備工事を行い実際に下水道を利用している人口の割合。
下水道接続率（％）＝下水道接続人口／供用開始区域内人口×100

地方公営企業法 チホウコウエイ
キギョウホウ

地方公共団体の経営する企業（公営企業）の組織、財務、身分を規定する、地方自治三法（地方自
治法、地方財政法、地方公務員法）の特例として制定された法律。

長期前受金戻入
チョウキマエウ
ケキンレイニュ
ウ

固定資産を取得する際に財源となった補助金など自己資金以外のものについて、減価償却費と同様
に耐用年数に応じて収益として計上するもの。

普及率 フキュウリツ 下水道を利用できる人口の割合。
下水道普及率（％）＝供用開始区域内人口／行政区域内人口×100

平均改定率 ヘイキンカイテ
イリツ

使用料算定期間中における現行使用料収入と新使用料収入の比率。
平均改定率（％）＝（改定後料金による収入見込み−改定前料金による収入見込み）／改定前料金
による収入見込み×100

有収水量 ユウシュウスイ
リョウ 下水道使用料によって収益がある汚水量。

流域下水道維持管
理負担金

リュウイキゲス
イドウイジカン
リフタンキン

県が管理する処理場において汚水を処理する経費に対し、処理場に接続している市町村が汚水量に
応じて支払う負担金。

用語解説（その２）


